別表第6（第211条）　公有財産区分種目表
	区　　分
	種　　目
	数量単位
	摘　　　　　　　要

	土地
	敷地
	平方メートル
	住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

	
	宅地
	平方メートル
	公舎、職員住宅、町営住宅等の用に供されている土地をいう。

	
	田
	平方メートル
	

	
	畑
	平方メートル
	

	
	池沼
	平方メートル
	

	
	山林
	平方メートル
	

	
	牧野
	平方メートル
	

	
	原野
	平方メートル
	

	
	ため池
	平方メートル
	

	
	保安林
	平方メートル
	

	
	公衆用道路
	平方メートル
	一般の交通の用に供する道路（道路法による道路以外の道路を含む。）の用に供されている土地をいう。

	
	公園
	平方メートル
	

	
	雑種地
	平方メートル
	

	立木竹
	樹木
	本
	庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの（苗畑にあるものを除く。）。

	
	立木
	立方メートル
	材積を基準として価格を算定することが適当であるもの。

	
	竹
	束
	長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって一束とする。

	建物
	事務所
	平方メートル
	庁舎、学校、病院、図書館等をいう。

	
	住宅
	平方メートル
	公舎、職員住宅、町営住宅等をいう。

	
	工場
	平方メートル
	

	
	倉庫
	平方メートル
	

	
	車庫
	平方メートル
	

	
	雑屋
	平方メートル
	他に該当しないもの。

	工作物
	門
	個
	

	
	囲障
	メートル
	さく、へい、かき、いけがき等をいう。

	
	下水施設
	個
	1団の建物に付属して設置された下水施設をもって1個とする。

	
	築庭
	個
	1団の築山、置石、泉水等をもって
1個とする。

	
	池井
	個
	貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。

	
	補床
	平方メートル
	石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等（道路及び公園に係るものを除く。）をいう。

	
	照明装置
	個
	電燈、水銀燈等(付属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置され

	
	
	
	たものをいい、その一式の設備をもって1個とする。

	
	冷暖房装置
	個
	一式の装置をもって1個とする。

	
	衛生装置
	個
	し尿浄化槽をいい、その一式の装置をもって1個とする。

	
	望楼
	個
	

	
	貯槽
	個
	水槽、油槽、ガス槽等をいう。

	
	橋りょう
	個
	さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。

	
	土留
	個
	

	
	射場
	個
	

	
	岸壁
	メートル
	

	
	電柱
	本
	

	
	電信柱
	本
	

	
	昇降機
	基
	

	
	焼却炉
	基
	

	
	ドック
	個
	浮ドックを含む。

	
	軌道
	メートル
	

	
	信号機
	個
	

	
	雑工作物
	個
	他に該当しないもの。

	船舶
	汽船
	総トン
	機関によって推進する船舶をいう。

	
	帆船
	総トン
	補助機関を備えるものを含む。

	
	雑船
	総トン
	他に該当しないもの。

	航空機
	航空機
	機
	

	地上権等
	地上権
	平方メートル
	

	
	地役権
	平方メートル
	

	
	鉱業権
	平方メートル
	

	
	採石権
	平方メートル
	

	
	祖鉱権
	平方メートル
	

	
	漁業権
	平方メートル
	

	
	入漁権
	平方メートル
	

	
	その他
	平方メートル
	

	特許権等
	特許権
	件
	

	
	著作権
	件
	

	
	商標権
	件
	

	
	実用新案権
	件
	

	
	意匠権
	件
	

	
	その他
	件
	

	有価証券等
	株券
	株
	

	
	社債券
	口
	

	
	国債証券
	口
	

	
	地方債証券
	口
	

	
	受益証券
	口
	

	
	出資証券
	口
	

	
	出資による権利
	円
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